
議案第３号 

 

 

専決処分（大田市税条例の一部を改正する条例制定）の承認に

ついて 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

 

令和８年５月２９日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

専決事項 

 

大田市税条例の一部を改正する条例 

 

専決年月日  令和８年３月３１日 
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（参考資料） 

 

地方自治法（抜粋） 

 

〔長の専決処分〕 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条

ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通

地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急

を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである

と認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないとき

は、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分する

ことができる。ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町

村長の選任の同意及び第２５２条の２０の２第４項の規定による第

２５２条の１９第１項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意

については、この限りでない。 

２ 略 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、

次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければな

らない。 

４ 略 
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専決第３号 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、大田市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和８年３月３１日 

 

大田市長  楫 野 弘 和   

 

大田市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

大田市長  楫 野 弘 和   

 

大田市条例第１７号 

大田市税条例の一部を改正する条例 

大田市税条例（平成１７年大田市条例第５４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３

号中「第８１条の６第１項の申告書、」を削る。 

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に

改め、「。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項に

おいて同じ。）」を加える。 

第８０条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 
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第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」

に、「、第１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動

車等の使用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さ

ない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

第８０条の２の見出し及び同条中「種別割」を「軽自動車税」に改

める。 

第８１条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を

留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽

自動車税を課する。 

第８１条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同

条第３項及び第４項を削る。 

第８１条の２から第８１条の９までを削る。 

第８１条の１０の見出し及び同条中「種別割」を「軽自動車税」に

改め、同条を第８１条の２とする。 

第８２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改め

る。 

第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改め

る。 

第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改め

る。 

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１

項中「種別割」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「 

第３３号の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４

の２様式」を「第３３号の４様式」に改める。 

第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 
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第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改め

る。 

第９０条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中

「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項

ただし書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「 

種別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金

等特別税額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から

平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」

に、「において前条第１項の規定の適用を受けないときは」を「には 

」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４第５項」に

改め、同条第２項中「附則第７条の３の２第１項」を「附則第７条の

３第１項」に改め、同条を附則第７条の３とする。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同

条第２項中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第１

５条第１３項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２１項」を「 

附則第１５条第２０項」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２２

項第１号」を「附則第１５条第２１項第１号」に改め、同条第６項中

「附則第１５条第２２項第２号」を「附則第１５条第２１項第２号」

に改め、同条第７項中「附則第１５条第２２項第３号」を「附則第１

５条第２１項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２３項

第１号」を「附則第１５条第２２項第１号」に改め、同条第９項中「 

附則第１５条第２３項第２号」を「附則第１５条第２２項第２号」に
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改め、同条第１０項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第

１５条第２４項第１号イ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、

同条第１１項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則第１５条

第２４項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第

１２項中「附則第１５条第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第２４

項第１号ハ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第１３項

中「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１

号ニ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第１４項中「附

則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に、

「７分の６」を「５分の３」に改め、同条第１５項中「附則第１５条

第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に、「４分

の３」を「３分の２」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５

項第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第３号ロ」に、「４分の３」

を「３分の２」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第２５項第３

号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同条第１８項から

第２０項までを削り、同条第２１項中「附則第１５条第２８項」を「 

附則第１５条第２７項」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２

２項中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、

同項を同条第１９項とし、同条第２３項中「附則第１５条第３６項」

を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条第２０項とし、同条

第２４項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」に

改め、同項を同条第２１項とし、同条第２５項中「附則第１５条第４

０項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第２２項とし、

同条第２６項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項 

」に改め、同項を同条第２３項とし、同条中第２７項を第２４項とし、

第２８項を第２５項とし、同条に次の１項を加える。 
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２６ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の１とする。 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１

２条第１７項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「 

附則第１２条第２０項」に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条

第２３項」を「附則第１２条第２４項」に改め、同項第６号中「附則

第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条第１０

項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第

１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１２条第１９項」

を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中「改修実演芸術

公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第

１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、

音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第

２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施行規

則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写

し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成

１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化

基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条

第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施

設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次

のように改める。 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特

定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８号に規定する
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特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第

４４４条第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段

の規定による」に、「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「 

の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３

月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項

第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１

日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」

を削り、同条第４項を削る。 

附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「 

の種別割」を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同

条第２項及び第３項中「の種別割」を削る。 

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第

１７条第３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３

の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２第１項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改

め、同条第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に、「譲渡をし

た場合におい」を「譲渡をした場合において」に改める。 

附則第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号及び第２０条第

２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の

３第２項第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条
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の３の２第１項」を「及び第７条の３第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の大田

市税条例（次条第１項において「新条例」という。）の規定中固定

資産税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、令和７年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得

された地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第

１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

次項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する

特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則

第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた

同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後

の年度分の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課す

る軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお
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従前の例による。 

（大田市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 大田市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年大田市条

例第２５号）の一部を次のように改正する。 

附則第６条中「の種別割」を削る。 
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大田市税条例の一部改正に関する説明資料 

 

１ 改正の理由 

 

地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

⑴ 個人市民税関係 

  ア 引用条項の改正に伴う条項ずれに対応する改正を行う。 

（第３３条、附則第７条の３、附則第７条の３の２、 

附則第８条、附則第１６条の３、附則第１６条の４、 

附則第１７条、附則第１８条、附則第１９条、 

附則第２０条から附則第２０条の３まで） 

 

  イ 租税特別措置法第２５条に定める免税対象飼育牛の売却によ

る事業所得について市民税の所得割を免除する特例の適用年度

を３年間延長し、令和１２年度までとする。 

（附則第８条） 

 

  ウ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得の課税の特例の適用期限を３年間延長し、令和１１年度

までとする。 

（附則第１７条の２） 

  

⑵ 軽自動車税関係 

  ア 軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、条項ずれ等に対応する

改正を行う。 

（第１８条の３、第１９条、第８０条から第８３条まで、 

第８５条、第８７条から第９１条まで、 

附則第１５条の２から附則第１５条の６まで、 

附則第１６条、附則第１６条の２） 
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  イ 一定の要件を満たす電気軽自動車、天然ガス軽自動車等の軽

自動車税の税率に係る特例の適用期間を２年間延長し、令和９

年度末までとする。 

（附則第１６条） 

 

⑶ 固定資産税関係 

  ア 固定資産税の課税標準額の特例措置のうち、市町村の条例で

定めることとされた特例割合を、地方税法の基準の改正にあわ

せて、次のとおり改正する。 

 

・特定再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置について、

重点化を図った上で、適用期限を３年間延長し、令和１０年

度末までとする。 

対象資産 

（令和８年４月１日から令和１１年３月３

１日までの間に新たに取得されたもの） 

特例割合 

①太陽光を電気に変換する特定再生

可能エネルギー発電設備 
２分の１ 

②特定水力発電設備 ２分の１又は４分の３ 

③特定地熱発電設備 ２分の１又は３分の２ 

④バイオマスを電気に変換する特定

再生可能エネルギー発電設備 
２分の１ 

⑤特定風力発電設備 ５分の３又は３分の２ 

（附則第１０条の２） 

 

・バリアフリー改修に係る特例措置について、これまでの「改
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修実演芸術公演施設」から幅広く「改修特別特定建築物」全

般を対象とするとともに、適用期限を３年間延長し、令和１

０年度末までとする。 

対 象 資 産 特例割合 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」に規定する「特別特

定建築物」（劇場や音楽堂、福祉ホーム

等）に該当する家屋のうち、令和８年４

月１日から令和１１年３月３１日までの

間に政府の補助で総務省令で定めるもの

を受けて利便性等向上改修工事が行われ

たものであって、当該工事に係る部分が

同法に規定する「建築物移動等円滑化基

準」又は省令で定める建築物特定施設の

構造及び配置に関する基準に適合するも

の。（当該工事が完了した日の属する年

の翌年の１月１日（当該工事が完了した

日が１月１日である場合には、同日）を

賦課期日とする年度から２年度分につい

ての特例） 

３分の１ 

（附則第１０条の２、附則第１０条の３） 

 

  イ 法改正に伴う条項ずれに対応する改正を行う。 

                     （附則第１０条の２） 

 

 

３ 施行期日 

 

  令和８年４月１日から施行する。 
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議案第４号 

 

 

専決処分（大田市都市計画税条例の一部を改正する条例制定）

の承認について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

 

令和８年５月２９日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

専決事項 

 

大田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

専決年月日  令和８年３月３１日 
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（参考資料） 

 

地方自治法（抜粋） 

 

〔長の専決処分〕 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条

ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通

地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急

を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである

と認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないとき

は、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分する

ことができる。ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町

村長の選任の同意及び第２５２条の２０の２第４項の規定による第

２５２条の１９第１項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意

については、この限りでない。 

２ 略 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、

次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければな

らない。 

４ 略 
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専決第４号 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、大田市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

する。 

 

令和８年３月３１日 

 

大田市長  楫 野 弘 和   

 

大田市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

大田市長  楫 野 弘 和   

 

大田市条例第１８号 

大田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

大田市都市計画税条例（平成１７年大田市条例第５６号）の一部を

次のように改正する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１４項」を「附

則第１５条第１３項」に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附

則第１５条第３１項」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３６項」を「附

則第１５条第３５項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附
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則第１５条第３６項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附

則第１５条第４０項」に改める。 

附則第１６項を附則第１７項とする。 

附則第１５項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、

第２０項、第２４項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７

項、第４１項若しくは第４４項」を「第８項、第１２項から第１６項

まで、第１８項、第１９項、第２３項、第３０項から第３２項まで、

第３５項、第３６項、第４０項若しくは第４３項」に改め、同項を附

則第１６項とする。 

附則第１４項中「附則第８項及び第１０項」を「附則第９項及び第

１１項」に、「附則第８項及び第１１項」を「附則第９項及び第１２

項」に、「附則第９項、第１１項及び第１２項」を「附則第１０項、

第１２項及び第１３項」に、「附則第１１項から第１３項まで」を「 

附則第１２項から第１４項まで」に、「附則第１３項」を「附則第１

４項」に改め、同項を附則第１５項とし、附則第１３項を附則第１４

項とする。 

附則第１２項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附

則第１３項とする。 

附則第１１項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附

則第１２項とする。 

附則第１０項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附

則第１１項とする。 

附則第９項を附則第１０項とし、附則第８項を附則第９項とする。 

附則第７項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定

建築物」に改め、同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定
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建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に

規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する

法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の

公演の用に供する施設である」を「地方税法施行規則（昭和２９年総

理府令第２３号）附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金

確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築

物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又

は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定す

る建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、

同項第３号を次のように改める。 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特

定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８号に規定する

特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則第７項を附則第８項とし、附則第６項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

７ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の１とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の大田市都市計
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画税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について

適用し、令和７年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法

等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定によ

る改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の

１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定

する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、

なお従前の例による。 
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大田市都市計画税条例の一部改正に関する説明資料 

 

１ 改正の理由 

 

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

 

２ 改正の内容 

 

⑴ 固定資産税等における課税標準額の特例措置のうち、市町村の

条例で定めることとされた特例割合を、地方税法の基準の改正に

あわせて、次のとおり改正する。 

 

・バリアフリー改修に係る特例措置について、これまでの「改

修実演芸術公演施設」から幅広く「改修特別特定建築物」全

般を対象とするとともに、適用期限を３年間延長し、令和１

０年度末までとする。 

対象資産 特例割合 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律」に規定する「特

別特定建築物」（劇場や音楽堂、福祉

ホーム等）に該当する家屋のうち、令

和８年４月１日から令和１１年３月３

１日までの間に政府の補助で総務省令

で定めるものを受けて利便性等向上改

修工事が行われたものであって、当該

工事に係る部分が同法に規定する「建

築物移動等円滑化基準」又は省令で定

める建築物特定施設の構造及び配置に

関する基準に適合するもの。（当該工

事が完了した日の属する年の翌年の１

３分の１ 

 

-20-



月１日（当該工事が完了した日が１月

１日である場合には、同日）を賦課期

日とする年度から２年度分についての

特例） 

（附則第７項） 

 

 ⑵ 法改正に伴う条項ずれに対応する改正を行う。 

（附則第２項から附則第１７項） 

 

３ 施行期日 

 

 令和８年４月１日から施行する。 
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